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金利スワップ取引清算業務における金銭で預託を受けた清算預託金に付す利息の取扱いの見直し等に係る制度要綱 
 

２０２５年１２月１１日 

株式会社日本証券クリアリング機構 
 

Ⅰ．趣旨 
当社の金利スワップ取引清算業務において、清算参加者及び清算委託者（以下「清算参加者等」という。）から金銭で預託を受けた清算預託金のうち信託

銀行への信託設定により保管しているもの（以下「金銭担保」という。）に付す利息の額の予見性向上及び清算参加者等の運用により生じた損失の負担抑制

等への対応のために所要の制度整備を行う。 

 

Ⅱ．概要 
項目 内 容 備 考 

１．金銭担保に付す利息の

算出方法の変更について 

（１） 概要 

 
 

 現在、当社が金銭担保に付す利息は、運用により生じた収益の合

計額から一定の金額を控除した残額を、各清算参加者等が当社に

預託した金銭担保の平均残高に応じて按分することによって算出

することとしているが、所定の計算式によって算出する方法に変

更する。 
 

 

 

 現行と同様、日本銀行の当座預金口座への預金に

よって保管される金銭で預託を受けた清算預託金

（日本円に限る。）に対しては、利息を付さない。 

（２）計算式  当社が運用する金銭担保について、各通貨の利息の額を以下のと

おり算出するものとする。 
 

① 日本円で預託を受けた金銭担保（以下「日本円担保」とい

う。）に付す利息 
計算期間の各日において次の計算式により算出される額の合計 
（当該日における日本円担保の残高）×（当社が公示により定

める日本円担保の利率）／３６５ 
 
 

 
 

 

 当社が公示により定める日本円担保の利率は、以

下の計算式により算出される利率とする。 

０．７５×（ＴＯＮＡ－３０ｂｐ）＋０．２５×

（信託銀行の普通預金金利－０ｂｐ） 

 ＴＯＮＡは、日本銀行が公表する無担保コールオ

ーバーナイト物レートの加重平均値をいい、日本

円担保に付す利息の額を算出するために用いる基
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② 米ドルで預託を受けた金銭担保（以下「米ドル担保」とい

う。）に付す利息 
計算期間の各日において次の計算式により算出される額の合計 
（当該日における米ドル担保の残高）×（当社が公示により定

める米ドル担保の利率）／３６５ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

準利率とする。 
 信託銀行の普通預金金利は、当社が清算預託金を

信託している信託業務を営む銀行が公表する普通

預金の店頭金利をいう。 

 当社が公示により定める米ドル担保の利率は、以

下の計算式により算出される利率とする。 

ＥＦＦＲ－１００ｂｐ 

 ＥＦＦＲは米国ニューヨーク連邦準備銀行が公表

するＥｆｆｅｃｔｉｖｅ Ｆｅｄｅｒａｌ Ｆｕ

ｎｄｓ Ｒａｔｅをいい、米ドル担保に付す利息

の額を算出するために用いる基準利率とする。 
 各通貨の利率の算出において、基準利率（ＴＯＮ

Ａ、信託銀行の普通預金金利及びＥＦＦＲ）から

当社が定める値を控除した結果の値が負数である

場合は、当該負数の値を０とみなす。 
例えば、日本円担保に付す利息の算出において、

ＴＯＮＡ：２０ｂｐである場合には基準利率から

当社が定める値を控除した結果の値は▲１０ｂｐ

（＝２０ｂｐ－３０ｂｐ）となるため、当該数値

を０とみなして、以下の計算式により利息の額を

算出する。 
（当該日における日本円担保の残高）×０．２５

×（信託銀行の普通預金金利－０ｂｐ）／３６５ 
 各通貨の利率の計算式において定める値を変更す

る場合は、事前に通知を行う。 
 

（３）その他 

 
 コラテラル手数料及び金銭担保に付す利息の額の算出を行うため

の計算期間（金利スワップ取引清算業務に係る手数料に関する規

 

 現行と同様、日本円担保に付す利息の支払いにつ

いては、当該額を清算手数料等と差引き計算する
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則第５条の４第２項に規定する計算期間をいう。）について、現

在の四半期から月次へ変更する。 
 
 コラテラル手数料を当社へ支払う時期について、現在の計算期間

の末日の属する月の翌々月２０日までに支払うものとしている取

扱いを、各月の翌月２０日までに支払うものとする取扱いに変更

する。 

ことによって行うものとし、米ドル担保に付す利

息は米ドル建てで支払うものとする（清算手数料

等との差引き計算は行わない）。 

 例えば、４月分のコラテラル手数料及び当社から

の利息の支払に係る授受については、他の清算手

数料等に係る支払いとあわせて５月２０日までに

行うものとする。 

 

２．運用により生じた損失

の補填に充てる準備金に

ついて 

（１）概要 

 

 

 

 当社は、金銭担保の運用により生じた損失について、清算参加者

等の負担を抑制する観点から、当該損失の補填に充てる準備金

（以下「運用損失準備金」という。）を積み立てる。 

 金銭担保の運用により収益が生じた場合には、税引後の当社利益

額（運用により生じた収益から１（２）によって算出される清算

参加者等に支払う利息の額並びに運用に必要な費用及び手数料を

控除した後の残額について当社が支払う税額を差し引いた金額を

いう。以下同じ。）を運用損失準備金に追加して積み立てる。 

 上記の運用損失準備金として積み立てる税引後の当社利益額が米

ドル担保の運用により生じたものである場合には、当該税引後の

当社利益額から日本円に両替した際に要した費用を控除した残額

を積み立てるものとする。 

 

 

 

 

 当初の拠出額は利益処分に関する議論を踏まえて

別途定める。 

（２）損失発生時の取扱い  当社は、金銭担保の運用により損失が生じた場合には、運用損失

準備金の積立額を取り崩すことにより補填する。 

 運用損失準備金の取り崩しによってもなお補填しえない損失額が

ある場合は、当該額を当社が定める時点において当社に預託して

いる金銭担保残高に応じて按分した額を、清算参加者等は負担す

 

 

 当社が定める時点は、現行と同様、信託財産が運

用により毀損した日の前当社営業日の午後４時時

点とする。 
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るものとする。 

 

３．清算委託者に係る利息

の取扱いについて 

（１）概要 

 

 

 当社が清算委託者に係る利息として受託清算参加者に支払う金額

について、当該受託清算参加者は利息として受領した金銭の全部

を当該清算委託者に支払うものとする取扱いに加えて、受託清算

参加者と当該清算委託者との間であらかじめ合意した方法によ

り、利息の額を取り扱うことができるものとする。 

 差換預託を利用する場合に、清算委託者から預託を受けた委託当

初証拠金に受託清算参加者が付す利息に関しても、同様に、受託

清算参加者と清算委託者との間であらかじめ合意した方法によ

り、取り扱うことができるものとする。 

 

 

（２）本制度の利用を希望

する受託清算参加者から

の申告 

 本制度の利用（利用の取り止めを含む。）を希望する受託清算参

加者は、あらかじめ、当社にその旨の申告を行うものとする。こ

の場合において、当該申告を行おうとする受託清算参加者は、あ

らかじめ清算委託者との間で当該申告の内容に関して合意しなけ

ればならない。 

 

 

 申告は受託清算参加者単位でのみ可能とし、清算委託者ごとの利

用有無の選択は不可とする。 

 

 本制度の利用を希望しない受託清算参加者の清算

委託者に係る利息については、受託清算参加者

は、現行と同様、清算委託者分の利息として受領

した金銭の全部を当該清算委託者に支払うものと

する。 

 本制度の利用を希望する受託清算参加者は変更前

月の２０日までにその旨を申告するものとする。 

（３）損失発生時の取扱い  金銭担保の運用により損失が生じ、２（２）に定める運用損失準

備金の取り崩しによってもなお補填しえない損失額がある場合、

本制度を利用している受託清算参加者は、清算委託者が預託した

金銭担保残高に応じた損失額についても負担するものとする。 

 受託清算参加者が本制度を利用している場合、当

社が利息を支払う場合の実質的な帰属者を受託清

算参加者として取り扱うため、損失が発生した場

合においても、その損失の実質的な帰属者として
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 受託清算参加者が清算委託者分も含めた損失を負

担するものとする。 

 

 
Ⅲ．実施時期 

２０２６年４月１日（予定）とする。 

 

以 上 


